
○吉賀町文化芸術活動事業者等事業継続支援金交付要綱
令和4年4月1日
吉賀町告示第147号

(趣旨)

(目的等)

(支援金の交付の対象等)
第3条　支援金の交付の対象、減少率及び交付の限度額は、別表のとおりとする。
(支援金の交付申請)

(支援金の交付決定)

(支援金の支払)

(交付決定の取消し)

(1)　偽りその他不正な手段により支援金の交付を受けたとき。
(2)　申請書その他の提出書類の内容に偽りがあったとき。
(3)　その他町長が支援金の交付が不適当であると認めたとき。
(支援金の返還)

(支援金の経理等)

(適用除外)

附　則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条、第4条関係)

1　運営費の内、新型コロナウイ
ルス感染症拡大防止のため、延
期や中止となり活動が行えなかっ
たが準備等に必要となった経費

２　活動再開に向けて必要な設備
等の維持費（練習に必要な会場
の借り上げ料等含む）

※新型コロナウイルス対応地方
創生臨時交付金の対象となるも
のとする
※損失補填は対象としない

補助対象経費と
補助上限額（30万
円）のいずれか低

い方

令和４年４月１日～令
和５年３月３１日

交付の限度額

第1条　町の交付する吉賀町文化芸術活動事業者等事業継続支援金(以下「支援金」という。)に
ついては、吉賀町補助金等交付規則(平成18年吉賀町規則第13号。以下「規則」という。)に定め
るもののほか、この要綱に定めるところによるものとする。

吉賀町文化芸術活動事業者等事業継続支援金交付要綱(令和3年吉賀町告示第83号)の全部を
改正する。

第2条　新型コロナウイルス感染症(以下「感染症」という。)拡大により影響を受ける町内文化芸術
活動事業者等の業績悪化を緩和し、事業の継続を図ることを目的とする。

第4条　支援金の交付を受けようとする者(以下「支援金交付対象者」という。)が規則第4条の規定
により提出する申請書は、吉賀町文化芸術活動事業者等事業継続支援金交付申請書(様式第1
号)とし、町長が定める日までに提出しなければならない。

2　交付申請は、1事業者につき1回までとする。

第10条　この要綱の規定による処分については、規則第4条第2項第3号及び第15条第1項第6号
の規定は適用しない。

第5条　町長は、規則第5条の規定により支援金の交付を決定したときは、吉賀町文化芸術活動
事業者等事業継続支援金交付決定通知書(様式第2号)により支援金交付対象者に通知するもの
とする。

第6条　支援金交付対象者は、支援金の支払を受けようとするときは、吉賀町文化芸術活動事業
者等事業継続支援金請求書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

第7条　支援金交付対象者が次の各号のいずれかに該当したときは、支援金の交付決定の全部
又は一部を取り消すことができる。

第8条　町長は、前条の規定により交付決定を取り消した場合において、その取消しに係る部分
に関し、既に支援金が交付されているときは、支援金交付対象者に対し支援金の返還を求めるこ
とができる。

第9条　支援金交付対象者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類
を備え、当該補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

交付の対象 補助対象経費

１　対象者
以下の要件を全て満たす団体

・定期公演もしくは依頼を受け講演を
行っている団体（年１回イベント等を開
催する団体は含まない）

・文化振興団体等とする

・令和元年度と令和３年度を比較し収
入が３０％以上減となっている団体

ただし、以下に該当する場合は、補助
対象としない。
※国、地方公共団体、独立行政法
　 人、その他外郭団体
※暴力団排除条例における排除対
   象者に該当する場合

補助期間


